
別記 7－1 

別記７           

不活性ガス消火設備の基準 
 

１ 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドを設ける部分の構造は、次に定めるところによること。 

⑴ 不燃材料で造った壁、柱、床、はり又は屋根（天井がある場合にあっては、天井）により区画され、かつ、

開口部に自動閉鎖装置（防火設備又は不燃材料で造った戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に

開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。以下同じ。）を設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる

量以上の量の消火剤を有効に追加して放出することができるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設

けないことができる。（当該区画部分を「防護区画」という。以下同じ。） 

⑵ 防護区画に設ける開口部は、次に定めるところによること。 

ア 二酸化炭素を放射するものにあっては、次の(ｱ)から(ｳ)に定めるところによること。 

(ｱ) 階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けてはならない

こと。 

(ｲ) 床面からの高さが階高の３分の２以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消

火効果を減ずるおそれのあるもの又は保安上の危険があるものには、消火剤放射前に閉鎖できる

自動閉鎖装置を設けること。 

(ｳ) 自動閉鎖装置を設けない開口部の面積の合計の数値は、防護区画の体積の数値又は囲壁面積

（防護区画の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計をいう。）の数値のうちいずれか小さい方の数

値の１０％以下であること。 

イ 窒素、ＩＧ―５５（窒素とアルゴンとの容量比が５０対５０の混合物をいう。以下同じ。）又はＩＧ―５４１

（窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が５２対４０対８の混合物をいう。以下同じ。）を放射するも

のの開口部にあっては、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。 

ウ 防護区画の避難上主要な扉は、避難の方向に開くことができる自動閉鎖装置付で、かつ、放出され

た消火剤が漏洩しない構造のものとすること。 

エ 防護区画の自動閉鎖装置にガス圧を用いる場合は、起動用ガス容器のガスを用いないこと。 

⑶ 防護区画は、２以上の居室等にまたがらないこと。ただし、次のアからウまでに該当するものは、同一

の防護区画として取り扱うことができる。 

ア 他の消火設備の設置又は有効範囲内の部分とすることが、構造上困難であること。 

イ 廊下、休憩室等の用に供されていないこと。 

ウ 主たる部分と同一の防護区画とすることに、構造及び機能からして妥当性があること。 

⑷ 防護区画内には、避難の方向を示す誘導灯及び出入口を示す誘導灯を、施行規則第２８条の３の規

定により設けること。ただし、非常照明が設置されているなど十分な照明が確保されている場合にあっ

ては、誘導標識によることができる。 

⑸ 防護区画には、２方向避難が確保できるように相反する位置に２以上の避難口を、当該防護区画の各

部分から１の避難口に至る歩行距離が３０ｍ以下となるように設けること。ただし、防護区画内のすべて

の部分から避難口の位置が容易に確認でき、かつ、避難口までの歩行距離が３０ｍ以下である場合は

この限りでない。  

２ 噴射ヘッドは、次に定めるところにより設けること。 

⑴ 全域放出方式にあっては、次のアからオに定めるところによること。 

ア 放射された消火剤が防護区画の全域に均一に、かつ、速やかに拡散することができるように設ける

こと。 

イ 二酸化炭素を放射するものにあっては、３⑴アに定める消火剤の量を１分以内に放射できるもので

あること。 

ウ 窒素、ＩＧ―５５又はＩＧ―５４１を放射するものにあっては、３⑴イに定める消火剤の量の１０分の９の

量以上の量を１分以内に放射できるものであること。 

エ 噴射ヘッドの放射圧力は、次の(ｱ)又は(ｲ)に定めるところによること。 

(ｱ) 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のもの（二酸化炭素が常温で容器に
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貯蔵されているものをいう。以下同じ。）にあっては１.４MPa以上、低圧式のもの（二酸化炭素が零

下１８度以下の温度で容器に貯蔵されているものをいう。以下同じ。）にあっては０.９MPa以上であ

ること。 

(ｲ) 窒素、ＩＧ―５５又はＩＧ―５４１を放射する不活性ガス消火設備にあっては１.９MPa以上であるこ

と。 

オ 消防庁長官が定める基準に適合するものであり、努めて登録認定機関の認定品とすること。 

⑵ 局所放出方式にあっては、⑴エ(ｱ)及びオの規定の例によるほか、次に定めるところによること。 

ア 防護対象物（当該消火設備によって消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をい

う。以下同じ。）のすべての表面がいずれかの噴射ヘッドの有効射程内にあるように設けること。 

イ 消火剤の放射によって危険物が飛び散らない箇所に設けること。 

ウ ３⑵ア又はイに定める消火剤の量を３０秒以内に放射できるものであること。 

⑶ 全域放出方式及び局所放出方式にあっては、危規則第３３条第１項第１号に掲げる製造所及び一般取

扱所のタンクで、引火点が２１度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものに不活性ガス消火設備を設

ける場合にあっては、その放射能力範囲が、当該タンクのポンプ設備、注入口及び払出口（以下「ポンプ

設備等」という。）を包含するように設けること。 

３ 不活性ガス消火剤の貯蔵容器（以下「貯蔵容器」という。）に貯蔵する消火剤の量は、次に定めるところに

より設けること。 

⑴ 全域放出方式の不活性ガス消火設備にあっては、次に定めるところによること。 

ア 二酸化炭素を放射するものにあっては、次の(ｱ)及び(ｲ)に定めるところにより算出された量に、防 

護区画内において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じ、別表第１に定める係数（同表に掲げる

危険物以外の危険物及び同表において係数を定めている危険物以外の危険物にあっては、別表第２

に定める方法により算出した係数。以下同じ。）を乗じて得た量以上の量とすること。 

(ｱ) 次の表の左欄に掲げる防護区画の体積（不燃材料で造られ、固定された気密構造体が存する 

場合には、当該構造体の体積を減じた体積。以下同じ。）１m３当たり、同表中欄に掲げる量の割合

で計算した量。ただし、その量が同表右欄に掲げる量未満の量となる場合においては、当該右欄に

掲げる量とする。別記９－３  

防護区画の体積 防護区画の体積１m３ 

当たりの消火剤の量 

消火剤の総量の最低限度 

５m３未満 １.２０kg 

５m３以上１５m３未満 １.１０kg ６kg 

１５m３以上５０m３未満 １.００kg １７kg 

５０m３以上１５０m３未満 ０.９０kg ５０kg 

１５０m３以上１５００m３未満 ０.８０kg １３５kg 

１５００m３以上 ０.７５kg １２００kg 

(ｲ) 防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあっては、(ｱ)により算出された量に、当該

開口部の面積１㎡当たり５kgの割合で計算した量を加算した量。 

イ 窒素、ＩＧ―５５又はＩＧ―５４１を放射するものにあっては、次の表の左欄に掲げる消火剤の種別の区

分に応じ、同表右欄に掲げる量の割合で計算した量に、防護区画内において貯蔵し、又は取り扱う危

険物の種類に応じ、別表第１に定める係数を乗じて得た量以上の量とすること。 

消火剤の種類 防護区画の体積１m３当たりの消火剤の量 

窒素 ０.５１６m３以上０.７４０m３以下 

（温度２０度で１気圧の状態に換算した体積） 

ＩＧ―５５ ０.４７７m３以上０.５６２m３以下 

ＩＧ―５４１ ０.４７２m３以上０.５６２m３以下 

⑵ 局所放出方式の不活性ガス消火設備にあっては、次のア又はイに定めるところにより算出された量に、

高圧式のものにあっては１.４、低圧式のものにあっては１.１をそれぞれ乗じて得た量以上の量とすること。 

ア 液体の危険物を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、

かつ、危険物が飛散するおそれがない場合にあっては、防護対象物の表面積（当該防護対象物の一

辺の長さが０.６m未満の場合にあっては、当該辺の長さを０.６mとして計算した面積）１㎡当たり１３
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kgの割合で計算した量に、当該場所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じ、別表第１に

定める係数を乗じて得た量。 

イ アに掲げる場合以外の場合にあっては、次の式によって求められた量に防護空間（防護対象物の全

ての部分から０.６m離れた部分によって囲まれた空間の部分をいう。以下同じ。）の体積を乗じて得

た量に、当該場所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じ、別表第１に定める係数を乗じ

て得た量。 

 

Ｑ=８−６ａ/Ａ 

Ｑは、防護空間の体積１m３当たりの消火剤の量。（単位kg/m３） 

ａは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁（防護対象物の全ての部分から０.６m未満の

部分にあるものに限る。）の面積の合計。（単位㎡） 

Ａは、防護空間の壁の面積（壁のない部分にあっては、壁があると仮定した場合における当該

部分の面積）の合計。（単位㎡） 

 

⑶ 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備において、同一の製造所等に防護区画又は

防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について⑴及び⑵の規定

により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。 

⑷移動式の不活性ガス消火設備にあっては、一のノズルにつき９０kg以上の量とすること。 

４ 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目

は、次のとおりとする。 

⑴ 不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素（ＪＩＳＫ１１０６の２種又は３種に適合するものに

限る。以下この号、⑵及び⑶において同じ。）、窒素（ＪＩＳＫ１１０７の二級に適合するものに限る。以下この

号において同じ。）、窒素とアルゴン（ＪＩＳＫ１１０５の２級に適合するものに限る。以下この号において同

じ。）との容量比が５０対５０の混合物又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が５２対４０対８の混

合物とすること。 

⑵ 全域放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、次の表の左欄及び中欄に掲げる当該消

火設備を設置する製造所等の区分に応じ、同表右欄に掲げる消火剤とすること。 

製造所等の区分 消火剤の種別 

ガソリン、灯油、軽油若しくは

重油を貯蔵し、又は取り扱う製

造所等 

防護区画の体積が千

m３以上のもの 二酸化炭素 

防護区画の体積が  

千m３未満のもの 

二酸化炭素、窒素、 

ＩＧ―５５又はＩＧ―５４１ 

ガソリン、灯油、軽油若しくは重油以外の危険物を貯蔵

し、取り扱う製造所等 
二酸化炭素 
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